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し
、
共
の
経
卒
を
ば
割
場
附
足
額
と
呼
べ
り
。
共
の
宛
行
商
、
小
頭

は
米
武
拾
五
俊
、
平
足
艇
は
武
拾
依
賜
は
り
け
り
。
三
州
志
来
図
概
斑

に
一
言
ふ
。
劇
場
の
名
目
は
.
藩
組
大
納
言
利
家
卿
越
前
府
中
に
在
披

あ
り
し
時
‘
銃
卒
五
十
員
を
新
K
給
す
る
に
、
割
場
と
云
ふ
事
既
に

見
ゆ
。
是
今
の
足
軽
の
起
原
と
云
ふ
o

叉
湯
潔
-
抵
腐
の
藩
園
官
職
遇

考
に
-X
ふ
。
割
場
附
足
離
の
起
原
は
、
務
組
.
利
家
卿
越
前
府
中
に
在

城
し
給
ふ
頃
、
銀
地
之
者
五
十
人
召
抱
え
ら
る
h

時
、
阪
に
劇
場
の

名
目
起
る
と
い
へ
り
。
按
宇
る
に
、
古
は
足
軽
と
呼
ぼ
や
'o
御
弓
之

者
・
御
織
地
之
者
と
い
へ
り
。
共
の
頃
足
騒
頭
と
て
、
弓
之
者
或
は

織
地
之
者
を
ば
二
拾
人
或
は
三
拾
人
預
け
ら
れ
た
り
。
震
を
以
て
見

れ
ば
、
組
附
註
き
銃
を
ぽ
割
場
附
と
い
へ
る
た
ら
ん
。
越
前
府
中
に

て
召
抱
え
ら
れ
し
五
拾
人
民
、
一
人
に
阻
拾
石
武
斗
宛
・
小
頭
へ
は

七
拾
石
宛
賜
は
り
、
平
五
拾
人
分
米
高
二
千
拾
石
、
小
頭
五
人
分
三

百
五
拾
石
、
都
合
政
千
三
百
六
拾
石
を
‘
越
前
本
保
村
に

τ賜
は
り

け
る
鹿
、
能
登
園
へ
入
部
し
給
ふ
頃
、
初
咋
郡
鈴
打
村
民

τ右
の
如

-
〈
賜
は
り
、
さ
て
金
揮
へ
入
披
し
給
ふ
時
、
。
石
川
郡
木
津
村
に
て
共

の
通
り
賜
は
り
た
り
と
ぞ
。
然
る
に
利
長
卿
の
時
に
至
り
.
足
艇
共

の
知
行
所
を
召
上
げ
ら
れ
、
蔵
米
を
以

τ
一
人
に
武
拾
丸
俵
宛
賜
は

二
年
陀
取
調
の
人
員
七
百
拾
九
人
.
貸
永
六
年
陀
取
調
の
人
員
六
百

六
人
た
り
と
見
ね
た
り
。
按
宇
る
に
、
右
経
卒
の
人
員
取
調
高
の
事

は
、
十
二
冊
定
書

K
E
細
に
載
せ
た
り
。

O
石

坂

角

場

一
番
丁
よ
り
十
二
番
丁
ま
で
あ
り
。
此
の
地
は
明
治
四
年
戸
籍
編
成

町
名
改
正
の
時
、
元
大
組
角
場
の
近
越
を
ば
、
都
て
石
坂
角
場
何
番

丁
と
町
名
を
建
て
た
り
。

。
石
坂
角
場
跡

此
の
角
場
は
、
奮
務
中
大
組
足
極
組
の
勉
術
稽
古
の
鋭
的
場
た
り
。

三
州
志
楽
園
概
覚
附
録
に
一
試
ふ
。
大
組
は
延
貧
二
年
江
戸
に
於
て
新

に
大
組
頭
阿
部
甚
右
衛
門
・
村
山
小
七
郎
・
北
川
庄
右
衛
門
三
人
を
命

ぜ
ら
る
。
是
大
組
頭
の
起
本
に
て
‘
同
四
年
角
場
地
取
の
事
有
v
之。

此
の
後
元
総
十
年
陀
普
請
曾
所
よ
り
地
取
を
改
む
る
事
も
有
ν
之
。
但

し
出
来
の
月
日
は
鮮
か
た
ら
守
と
ぞ
。

。
石
坂
大
組
組
地
跡

奮
務
中
は
大
組
足
髄
と
て
三
組
あ
り
。
共
の
一
組
は
大
衆
菟
の
大
組

と
て
、
大
衆
m
m
k
組
地
あ
り
。
二
組
は
石
坂
の
大
組
と
て
‘
此
の
石
・

坂
に
組
地
あ
り
て
‘
二
組
を
ば
四
丁
目
の
組
・
六
丁
目
の
組
と
稀
し
、
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滞
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ご
大

り
け
り
。
利
常
卿
の
時
ま
で
も
小
頭
・
平
共
に
武
拾
九
俵
に

τ、
小
頭

に
は
小
者
笠
人
下
さ
れ
、
他
国
へ
行
き
け
る
時
は
之
を
召
仕
へ
り
。
平

日
は
公
儀
普
請
方
の
用
を
勤
め
さ
せ
た
り
し
が
、
佃
源
太
左
衛
門
小

頭
へ
賜
は
る
小
者
を
止
め
、
小
頭
の
給
米
武
拾
九
俵
は
加
州
米
に
て

賜
は
り
、
平
足
越
は
越
中
米
に
て
被
い
下
、
後
に
は
小
頭
・
平
足
頼
共

に
悉
く
越
中
米
に
て
被
v
下
。
此
の
時
小
頭
へ
米
六
俵
、
平
足
騒
へ
は

武
俵
増
に
相
成
り
、
小
頭
は
三
拾
五
俵
、
平
足
趨
は
三
拾
受
俵
と
成

る
。
然
る
に
延
寅
三
年
よ
り
小
頭
三
拾
俵
、
平
足
抑
制
武
拾
俵
と
定
め

ら
れ
た
り
と
い
へ
り
。
又
-
寄
に
、
延
費
三
年
七
月
割
場
足
離
惣
組

数
八
拾
七
組
也
。
此
の
内
武
拾
笠
組
先
手
寄
親
附
、
一
組
武
拾
拭
入
、

内
小
頭
武
人
、
是
は
後
h

で
ま
で
も
人
員
の
培
滅
危
し
。
残
り
六
拾
六

組
割
場
附
に
て
寄
親
悲
し
。
是
は
一
組
小
頭
共
に
武
拾
武
人
、
或
は

三
拾
三
人
の
組
も
あ
り
し
也
。
此
の
組
の
人
数
は
、
或
は
病
死
し
又

は
扶
持
放
さ
れ
た
る
跡
‘
代
り
人
を
抱
え
ら
れ
ざ
る
故
に
、
後
に
は

一
組
中
に
人
員
多
き
組
は
拾
三
人
或
は
拾
五
人
、
中
に
も
甚
だ
少
き

組
は
五
人
或
は
六
・
七
人
と
成
り
た
り
と
い
へ
り
。
叉
云
ふ
。
足
艇
の

惣
人
員
‘
寓
治
二
年
取
調
の
時
は
‘
割
場
附
・
明
組
裁
許
附
共
共
の
員

数
凡
七
百
拾
八
入
、
寛
文
元
年
に
取
調
の
人
員
六
百
三
拾
成
人
、
同

或
は
上
の
組
.
下
の
組
と
も
い
へ
り
。
此
の
組
地
は
今
は
角
場
町
に

届
せ
り
。

O
大
組
足
軽
来
歴

奮
務
中
都
て
経
卒
は
勉
術
を
鍛
錬
せ
し
む
と
い
ヘ
ど
も
、
皆
修
羅
筒

と
て
玉
目
四
匁
三
分
の
長
筒
の
織
地
を
渡
さ
れ
し
が
、
犬
組
足
輯
は

異
風
筒
と
て
玉
目
六
匁
の
錦
地
を
ぽ
渡
さ
れ
、
修
練
次
第
十
必
ま
で

の
織
地
を
も
撃
ち
け
り
。
故
に
大
組
足
軽
は
、
宛
行
米
武
拾
五
俊
宛

賜
は
り
、
自
徐
の
足
騒
は
皆
武
拾
俵
賜
は
り
た
り
。
按
4
y
る
に
‘
大

組
足
騒
の
起
原
は
、
可
観
小
説
に
.
瑞
能
公
の
時
持
筒
足
駿
と
て
二

組
有
v
之
。
其
の
頭
は
本
座
主
馬
・
河
原
兵
庫
相
勤
め
.
一
組
百
人
宛

に
て
、
宛
行
は
一
人
米
三
拾
五
俵
宛
、
小
頭
は
五
拾
俵
賜
は
り
、
御

徒
者
よ
り
も
上
列
た
り
。
平
生
の
勤
仕
も
危
〈
、
年
中
に
ニ
・
三
度
宛

人
形
を
打
ち
、
丁
を
付
く
る
ま
で
に
て
、
火
事
の
時
に
は
町
石
川
・
河

北
爾
城
門
を
警
固
す
る
の
み
也
。
然
る
に
微
妙
公
の
代
に
成
り
‘
二

組
共
に
指
止
め
ら
れ
、
磁
ら
4
y
先
手
組
足
極
に
命
ぜ
ら
れ
i

政
拾
九
俵

宛
賜
は
り
け
り
。
此
の
時
先
手
組
を
八
拾
六
組
に
命
ぜ
ら
れ
た
り
。
此

の
事
先
年
御
尋
ね
あ
り
し
に
、
足
麗
市
嶋
小
平
と
一
試
ふ
も
の
舞
え
罷

在
申
上
げ
た
り
と
。
混
見
摘
穏
に
も
、
此
の
事
を
載
せ
た
り
。
湯
潟

ニ
七




